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�町長との語り合いの場
　『ふれあいトーク』
　５人～10人くらいのグループで
　開催日の10日前までに申込みを！

�出前講座（３６講座）
　『ほっと講座はぼろ』
　５人以上の団体やグループが
　主催する学習会等に町職員が
　講師として出向きます

�お問合せ・申込み先
　　企画課広報広聴係
　　　(内線252～254)

�ホタルの電話　�２－1310
　１人でなやんで自分をイジメないで
　かけてみよう『ホタルの電話』

羽幌町役場 �２－1211
■ インターネット
　ホームページアドレス
　http://www.town.haboro.hokkaido.jp/
　Ｅ- メールアドレス
　kikaku@town.haboro.hokkaido.jp
■ 町長室のメールアドレス
　sawayaka@town.haboro.hokkaido.jp
　　　　ご意見お待ちしています
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�投票所一覧表
所 在 地投 票 所 名投 票 区 名

南6条2丁目中央公民館・小ホール第１投票区

南5条5丁目羽幌小学校・体育館第２投票区

栄 町羽幌デイサービス第３投票区

南2条1丁目羽幌保育園第４投票区

北5条3丁目羽幌中学校第５投票区

字 中 央中央老人寿の家第６投票区

字 築 別築別集会所第７投票区

字 築 別築別老人寿の家第８投票区

字 上 築上築中央集会所第９投票区

天売字和浦天売総合研修センター第１０投票区

天売字弁天天売へき地保健福祉館第１１投票区

焼尻字東浜焼尻老人の家第１２投票区

焼尻字西浦西浦コミュニティセンター第１３投票区
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　平・上羽幌地区の選挙人は、中央地区に統合され、
中央老人寿の家が投票所となり、曙地区の選挙人は、
上築地区に統合され、上築中央集会所が投票所とな
ります。二つの投票所が統合されたため、第７投票
区から番号が変わりますが、投票所の場所に変更は
ありません。今後の選挙から変わりますので、平・
上羽幌・曙地区の選挙人の方々は、お間違いのない
ようにお願いいたします。
　ご不明な点がございましたら、羽幌町選挙管理委
員会（�2-1211）までご連絡をお願いいたします。
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�e-Taxホームページ(http://www.e-Tax.nta.go.jp)
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�e-Taxホームページにも問合せコーナーを設けています。

�問合せ先／留萌税務署　� 0164-42-0661
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～皆さまのご協力をお願いします～

　漁業センサスは、わが国漁業の実態を総合的に明らかにし、国、
都道府県、市区町村はもちろん、各方面にわたり広く活用される
統計資料を整備することを目的として、５年ごとに実施する大規
模な調査です。平成15年11月1日現在で、すべての漁業を営む世帯
や会社のほか、漁業管理組織、漁業地域、水産物流通機関、冷凍・
冷蔵工場、水産加工場を対象として全国一斉に実施します。
　調査した内容は、統計資料を作成するためだけに使用するもの
で、その他の目的に使用することはありませんので、調査の対象
となる方はありのままをお答えいただきますようお願いします。
�企画課広報広聴係（内線253・254）
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　お年寄りの自宅に電話し、息子（孫）の
名をかたり「交通事故に遭ったから今す
ぐ、銀行口座に振り込んで。」と言ってお
金を騙しとる事件が続発しています。
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・相手が本人か、よく確かめる。
・本人に事実の有無を確認する。

・自分一人で対応せず、家族に相談する。
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